
【令和元年度】 坂戸、鶴ヶ島水道企業団指名競争入札等参加資格者指名停止情報

商 号 又 は 名 称 代理人営業所等

本 社 所 在 地 代 理 人 所 在 地

㈱フソウ 埼玉営業所

東京都中央区新川1-23-5
埼玉県さいたま市浦和区仲町
3-13-10

㈱平安設計 埼玉支店

東京都北区滝野川7-2-14 埼玉県坂戸市芦山町13-5

中央建設（同）

埼玉県さいたま市北区吉野町
1-410-8

中央建設（同） 川越営業所

埼玉県さいたま市北区吉野町
1-410-8

埼玉県川越市新宿町1-14-22

№
業者
ｺｰﾄﾞ

指 名 停 止 期 間
期間

要綱第２条（別表第２
第４号イ、競売入札妨
害又は談合）

福岡県築上町発注のし尿処理施設建設工事
の入札を巡り、他の事業者が落札できるよ
う他の事業者と入札価格を予め調整したと
して、左記業者の従業員が談合の容疑で逮
捕され、平成３１年４月２２日付けで起訴
された。

指名停止措置の根拠 事 件 の 概 要
始 期 ～ 終 期

28010 R1.7.18 ～ 4月

2 29001 R1.9.19 ～ 2月

R1.11.17

R1.11.18

要綱第２条（別表第１
第３号、粗雑工事）

入間市発注の「金子小学校講堂兼屋内運動
場屋根改修等工事」の監理業務において、
適正に行われなかったことにより是正すべ
き法令不適用部が生じたとして、令和元年
８月７日に入間市から入札参加停止２月の
措置を受けた。

1

3 17022 R1.11.12 ～ R1.12.11 1月

要綱第２条（別表第１
第７号、工事関係者事
故）

当企業団が発注した給・配水管布設替工事
において、搬入車両から0.1㎥級バックホウ
を降ろす際に、道板が外れバックホウが誘
導していた作業員側に横転し、アーム部分
に作業員の膝上部分が挟まれ作業員を負傷
させた。

4 17023 R1.11.12 ～ R1.12.11 1月

要綱第２条（別表第１
第７号、工事関係者事
故）

当企業団が発注した給・配水管布設替工事
において、搬入車両から0.1㎥級バックホウ
を降ろす際に、道板が外れバックホウが誘
導していた作業員側に横転し、アーム部分
に作業員の膝上部分が挟まれ作業員を負傷
させた。


